
 

別表第１５ 加算を受ける職員及び加算割合           

 

給 料 表 職   員 加 算 割 合 

事 務 職 給 料 表 職務の級８級の職員 100分の 20 

職務の級７級及び６級の職員 100分の 15 

職務の級５級及び４級の職員 100分の 10 

職員の級３級の職員 100分の 5 

研 究 職 給 料 表 職務の級５級の職員 100分の 20 

職務の級４級の職員 100分の 15 

職務の級３級の職員及び 

職務の級２級の職員で理事長の定める職員 

100分の 5 

（職務の級 3級の職員のう  

ち理事長の定める職員に

あっては 100分の 10） 

医療職給料表（１） 職務の級４級及び３級の職員 

 

100分の 15 

（職務の級 4 級の職員のう

ち理事長の定める職員に

あっては 100分の 20） 

職務の級２級の職員 100分の 10 

職務の級１級の職員で理事長の定める職員 100分の 5 

医療職給料表（２） 職務の級６級の職員 100分の 15 

職務の級５級の職員及び 

職務の級４級並びに３級の職員で理事長の定め

る職員 

100分の 5 

（職務の級 5級の職員のう   

ち理事長の定める職員に

あっては 100分の 10） 

医療職給料表（３） 

 

 

 

職務の級６級の職員 100分の 15 

職務の級５級の職員及び 

職務の級４級並びに３級の職員で理事長の定め

る職員 

100分の 5 

（職務の級 5級の職員のう   

ち理事長の定める職員に

あっては 100分の 10） 

医療職給料表（４） 職務の級４級の職員 

職務の級３級の職員で理事長の定める職員 

100分の 10 

職務の級３級の職員で理事長の定める職員 

職務の級２級の職員で理事長の定める職員 

100分の 5 

医療職給料表（５） 職務の級５級及び４級の職員 100分の 10 

職員の級３級の職員 100分の 5 

技能職給料表 職務の級６級の職員で理事長の定める職員 100分の 10 

職務の級５級の職員で理事長の定める職員 100分の 5 
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